
岩手県告示第 633 号 

 漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号）第６条第５項の規定に基づき、漁港の区域を次のとおり変更する。 

  平成 18 年５月 12日 

                岩手県知事 増 田 寛 也  

１ 漁港の名称 第２種 太田名部漁港 

２ 漁港の所在地 下閉伊郡普代村 

３ 変更後の漁港の区域 

水 域 陸 域 

次のア点からオ点までを順次結んだ線及び陸岸により囲ま

れた海面 

ア点 北緯 40度 52秒 6202 

   東経 141 度 54 分３秒 6519 

イ点 北緯 40度 53秒 2813 

   東経 141 度 54 分５秒 3906 

ウ点 北緯 40度１分２秒 4591 

   東経 141 度 54 分 21秒 0527 

エ点 北緯 40度 39秒 0784 

   東経 141 度 54 分 45秒 9482 

オ点 北緯 40度 30秒 4142 

   東経 141 度 54 分 28秒 1301 

 

水域の欄に規定するエ点、同欄に規定するオ点、次のカ点か

らヌ点、同欄に規定するア点、同欄に規定するイ点を順次結

んだ線及び水際線により囲まれた地域 

カ点 北緯 40度 26秒 6418 

   東経 141 度 54 分 29秒 2360 

キ点 北緯 40度 26秒 1950  

   東経 141 度 54 分 26秒 0420 

ク点 北緯 40度 28秒 5449 

   東経 141 度 54 分 20秒 8935 

ケ点 北緯 40度 31秒 8091 

   東経 141 度 54 分 23秒 7233 

コ点 北緯 40度 32秒 1401 

   東経 141 度 54 分 23秒 0047 

サ点 北緯 40度 32秒 2719 

   東経 141 度 54 分 22秒 0022 

シ点 北緯 40度 32秒 2961 

   東経 141 度 54 分 20秒 9372 

ス点 北緯 40度 32秒 6846 

   東経 141 度 54 分 19秒 7410 

セ点 北緯 40度 33秒 2571 

   東経 141 度 54 分 18秒 7440 

ソ点 北緯 40度 33秒 9787 

   東経 141 度 54 分 17秒 8957 

タ点 北緯 40度 34秒 5870 

   東経 141 度 54 分 17秒 6317 

チ点 北緯 40度 36秒 4326 

   東経 141 度 54 分 17秒 8087 

ツ点 北緯 40度 37秒 6909 

   東経 141 度 54 分 17秒 7120 

テ点 北緯 40度 39秒 5414 

   東経 141 度 54 分 17秒 1422 

ト点 北緯 40度 41秒 5732 

   東経 141 度 54 分 16秒 3873 



 

 

ナ点 北緯 40度 46秒 4701 

   東経 141 度 54 分 11秒 7829 

ニ点 北緯 40度 50秒 3821 

   東経 141 度 54 分 11秒 3992 

ヌ点 北緯 40度 49秒 6062 

   東経 141 度 54 分３秒 5365 
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